
内　　容 回　　答 担当課所
1 ホテルの誘致（結婚式場付）

2 ゴルフのメッカの割に宿泊施設が
少ない（近隣の町にお金流出）

5 ホテル・旅館がない。観光客及び
会社等出張者が安く泊まれるホテ
ル・旅館が欲しい

3 会議施設が少ない 　ひだかアリーナ等の公共施設を利用いただくことになりますが、確かに会議室等を有する民間施設が不足して
いることは否めません。
　今後のビジネスホテル等の立地に期待することになります。

　※　埼玉県川越都市圏まちづくり協議会構成市町（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、
　　毛呂山町、越生町）における公共施設の会議室等の利用も可能です。（詳細は市企画課ホームページ
　　「公共施設相互利用のご案内」参照）

企画課

4 高麗川駅の反対側改札の設置
（スーパー・郵便局へのアクセス
の容易化）

　高麗川駅東地区については、従来から土地区画整理事業による整備を検討してまいりましたが、現在は、線的
整備への変更も含めて整備案の検討を進めています。
　高麗川駅周辺は市民が多く集う場所であり、利便性の向上に向けて、橋上化や駅前広場も含めて東口改札の早
期開設に向けＪＲ貨物・ＪＲ東日本とも協議を進めてまいります。

建設課
都市計画課

6 商店街の集約…中心部がない

7 日高市の中心部はどこか分からな
い。日高市らしい都市づくりを積
極的に進めてほしい

8 公共施設等の入浴料等は取るべき
でない

　公共施設については、すべての市民が利用可能であることから、市の事業として建設いたしますが、実際に利
用される方は特定の方となるため、風呂等のサービスに係る費用の一部について利用される方にご負担いただい
ているものです。

企画課
介護福祉課

　ゴルフ場利用者や観光客、新設される埼玉医大日高キャンパスの利用者等による利用が見込まれ、高麗川駅西
口等へのビジネスホテル等の立地が望まれています。
　現在、市としては民間の採算ベースの推計等が容易でないことから、積極的な誘致は行っておりませんが、民
間からの立地相談が出始めた状況です。
　※　ビジネスホテルは、市街化区域の商業・近隣商業・準住居・第二種住居地域等で立地することが
    可能です。(注；地区計画(まちづくりの協定)により制限されている区域があります）

産業振興課
都市計画課

産業振興課
都市計画課
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　日高市形成の経緯（同規模の３村合併による町制施行・市制移行）から市街地が分散されておりますが、それ
を１ヶ所に集約するのではなく、これまで培われてきた各地域のまちづくりを保全・助長していくことが重要で
あると考えています。
　また、商店会の集約につきましても、それぞれの地域の特性を活かした商店会づくりを進めていくことが望ま
しいと考えています。

企業トップと市長との情報交換会で出された意見・要望等に対する回答

P1

№



内　　容 回　　答 担当課所
1 高麗川の清流を宣伝 　観光地としてＰＲすることと同時に、高麗川の持つ潤いややすらぎなどを保持していくため、市民の皆さんと

の協働により啓発活動や河川清掃を実施しています。
　今後も巾着田を含めた、高麗川の清流のＰＲに努めてまいります。

環境課
産業振興課

2 海なし県を逆構想…バーベキュー
村の宣伝、スカイダイビング村構
想

　市や県を活性化させる貴重な提言として捉え、検討材料としてまいります。 企画課
産業振興課

3 ホタル狩りの宣伝（高麗川） 　今年は、市西部地域でホタルが多く飛び交う姿が見られました。巾着田のホタルについては、広報ひだか等で
鑑賞会のご案内をさせていただきました。

産業振興課

4 巾着田は彼岸花（曼珠沙華）時期
は観光客が多いが他の時期は少な
い。１年を通じて観光客が訪れる
ような観光地にしてもらいたい

　巾着田については、曼珠沙華開花時期以外にも花に親しめるように桜、菜の花、紫陽花、コスモス等で四季を
通じた花の名所としてＰＲしております。
　また、巾着田以外にも日和田山・高麗川等の優れた自然環境に恵まれ、高麗神社・聖天院等の歴史的文化遺産
もあります。それらを保全し、魅力を生かして市内外へＰＲするとともに、土産品、観光施設の整備、観光公害
対策等を含めた総合的な施策を展開し、年100万人の観光客が訪れる観光地をめざしています。

産業振興課
生涯学習課

1 市民祭り会場の輪番制…場所が遠
く関心が薄れる

　毎年、延べで５万人近くの市民の方に来場いただき盛大に開催しておりますことから、駐車場が確保できる市
役所周辺で開催しているものです。
　市民の皆さんに関心を持っていただけるような内容にできるよう、関係団体と調整してまいりたいと考えてい
ます。

産業振興課

2 市内有識者、有名人の活用…直接
指導会、講演会等

　市民の皆さんが持つ豊かな知識や優れた技能を生かし、ボランティアとして活動していただく「生涯学習まち
づくり出前講座」に、講師として７１名の登録を頂いており、市内の団体やグループの要請に応じて、登録者の
方にそれぞれの分野の講演や指導をお願いすることが可能です。
　また毎年、中央公民館にて大学講師等を招き、「日高ライブリーカレッジ（全10回)」を開催しております。
　その他にも、ひだかアリーナでのイベントや公民館での講演会等を開催しておりますので、広報ひだかや市
ホームページをご覧いただければ幸いです。

企画課
生涯学習課
中央公民館

3 県人会等と地域生まれの方々との
交流情報を市報で宣伝

　市として県人会等の活動については把握しておりませんが、さくらまつりの会場等で「〇〇県人会」の張り紙
を目にすることもございます。広報ひだかや公民館だより等への掲載希望については情報提供をお願いいたしま
す。

秘書課
企画課

4 樹木、植木、野菜類の宣伝強化 　昭和40年代から「地産地消」の推進として、市民や観光客の方に日高で生産された新鮮で安全な農産物を提供
するための直売所を開設し、現在はさらに盛況となっています。
　また、都市近郊の優位性を生かした野菜、うど・栗・茶に代表される特産品、ブルーベリー等の新たな特産品
開発の取り組みと観光(巾着田の曼珠沙華開花時期に臨時売店設置等)との連携を視野に入れたＰＲをしていきた
いと考えています。

産業振興課
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内　　容 回　　答 担当課所
1 下水道施設実施区域拡大 　市内全域について、それぞれの地域別に公共下水道・合併処理浄化槽・農業集落排水による総合的な生活排水

対策を推進しています。
環境課
産業振興課
下水道課

2 歩道の整備（特に学校周辺） 　高齢化社会を迎え、利用者全ての安全性・利便性・バリアフリー化等を考慮した歩道整備が求められていま
す。特に、通学路や学校周辺については、児童・生徒の通行危険箇所等の確認を随時行っており、学校とも連絡
を取り合いながら限られた予算の中で順次対応しています。

建設課
学校教育課

3 観光シーズンになると地元の人が
外に出られない。道路の整備を願
う

　曼珠沙華シーズンにおける渋滞緩和策として、市役所のパークアンドライド(市役所に車を駐車し、バスで巾
着田へピストン輸送)を実施するとともに、地元区やＰＴＡ等の協力による各区臨時駐車場や小学校校庭の臨時
駐車場設置も行っています。
　また、鉄道利用についてポスターやホームページで呼びかけを行っています。
　現在事業中・計画中の国県道バイパス等の早期整備を図ることを含めて総合的な対策を講じることで渋滞緩和
につながるものと考えております。

産業振興課
建設課

4 埼玉工業西側の五叉路のセンサー
式信号を自動式信号へ

　都市計画道路原宿旭ヶ丘線の工業地域から旭ヶ丘までの間(約200m)について、今年度用地買収し、来年度以降
整備していく計画です。当該五叉路の信号機については、都市計画道路開通によって通行量が増加することが見
込まれ、その際に警察と協議していくことになります。

環境課
建設課

5 圏央道に接続する産業道路の整備 　圏央鶴ヶ島ＩＣへのアクセス道路として、都市計画道路日高川越鶴ヶ島線の一部(ベイシア東側)について、今
年４月に開通しました。今後、工業地域と旭ヶ丘の間(約200m)の都市計画道路原宿旭ヶ丘線を開通させること
で、市中心部から国道407号へのアクセスが飛躍的に向上します。
　高萩地区では、国道407号日高バイパスが、残るＪＲ川越線付近の整備を行い、平成20年には開通の予定で
す。

建設課
都市計画課
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内　　容 回　　答 担当課所
1 人口減くい止め対策として、土地
を安く分譲

　ご提案のとおり土地が安く取得できて住宅建築できることは、人が集う大きな要因のひとつであると考えてい
ます。日高市においては、規制緩和策として、平成15年８月に埼玉県条例で市街化調整区域への住宅建築が可能
となる区域指定を受けたことから、住宅建築が進み出しました。
　また、市街化区域、特に駅周辺の土地区画整理事業の進捗により、まちとしての形が造られつつあります。
　このような状況から、ここにきて世帯数が初めて２万世帯を超えるとともに数年ぶりに人口が55,000人を超え
るなど、微増が続いている状況です。

税務課
建築指導課
都市計画課

2 子持ち家庭へ優遇制度（税の見直
し）

 税制面での市独自の優遇措置はありませんが、乳幼児医療費や児童手当等、子育てにおける支給制度を設けて
います。

税務課
子ども福祉課

3 大中企業の誘致制度見直し 　当市では、圏央道の整備効果を企業誘致に結び付けるべく、工業地域や圏央道ＩＣ周辺地区への企業誘致を進
めています。平成10年度から30社以上の企業が立地しており、雇用の創出(市民400人以上)等、元気で明るい日
高市づくりに寄与いただいています。
　また、既存企業との情報交換会や敷地拡張・増改築等の支援等も行っています。

都市計画課

4 学校等に市が誇れる強い体育会系
づくり・指導者を招き５年かけ全
国レベルを目指す

　スポーツ少年団やクラブ組織など多くのスポーツ団体が活動しており、全国大会出場も毎年のように報告され
ています。
　小中学校においては、特定の種目のみを進める方針はなく、いろいろなスポーツに親しむことに重点を置いて
います。

学校教育課
体育課

5 障がい者の働く施設が欲しい 　障がい者の就労機会の確保のために小規模作業所の支援等を通じて、就労の場の拡大を図っていますが、今後
は新規立地企業等へも雇用の場の提供を働きかけていきたいと考えています。

社会福祉課
都市計画課

6 保育料金の減額 　若い世代に多く住んでいただくための施策として、保育料を低額にすることは有効な方法のひとつであると認
識しています。市といたしましては平成１８年度の保育料の階層区分を見直しを行いました。階層区分を細分化
することにより、実質保育料の減額となりました。

子ども福祉課

7 児童手当の増額 　若い世代に多く住んでいただくための施策として、児童手当を増額することは有効な方法のひとつであると認
識しています。しかし、市が独自で増額をしても、定住するかは不明で、事業効果は不明です。従いまして、増
額の予定はありません。
　また、企業によっては従業員の仕事と子育ての両立を支援する制度を創設している場合もあるようです。

　※　児童手当は、小６（12歳到達後最初の年度末）までの間にある児童を養育している
　　方に支給されます。（ただし、前年の所得が一定額以上の場合には支給されません。）

子ども福祉課
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内　　容 回　　答 担当課所
8 乳幼児医療費の受給資格を小学６
年生まで延長

　若い世代に多く住んでいただくための施策として、受給資格を延長することは有効な方法のひとつであると認
識しています。しかし、市が対象児童の延長をしても、定住するかは不明で、事業効果は不明です。また、事業
の補助金は４歳児までであり、拡大分は全て市の負担です。財政的にも厳しい状況なので、延長の予定はありま
せん。

子ども福祉課

9 保育園時間の延長又は祝日も預
かってほしい

　保育所（園）については、公立が３ヶ所、私立も４ヶ所あります。入所児童数が近年増加傾向であり、特に低
年齢児（０～２歳）の希望が増加しております。
　保育時間は概ね7:30～18:30（最長19:00まで）でございます。受入対象児童は、公立保育所では１ヶ所が満
６ヵ月児から、２ヶ所が１歳児から受入れております。私立保育園におきましては３ヶ所で産休明け保育を、
１ヶ所が満６ヵ月児から受入れております。
　また、各保育所（園）では、一時的保育・育児相談・園庭開放事業等、多様な保育ニーズに対応した事業を実
施しており、市内民間保育園におきましては、積極的なゼロ歳児保育の実施、公立よりも長い延長保育時間を設
定するなど民間施設ならではの柔軟な取り組みもされております。
 更なる延長保育又、祝日の保育につきましては検討しなければならない課題と考えております。

子ども福祉課

10 学童保育室（小学生）の時間の延
長又は祝日も預かってほしい

　各小学校区に学童保育室が設置(公設民営)されており、保育時間は、全６学童共通；定員は40～60人；月～金
（放課時～午後６時３０分）、土（午前８時～午後３時）（夏休みなどの保育時間；午前８時～午後６時３０
分）となっております。延長・祝日の保育についても、ニーズが高まれば検討しなければならない課題であると
考えております。

子ども福祉課

11 育児休暇（会社）中も、上の子は
保育園に通えるようにしてほしい
（仕事復帰時に保育園に入れるの
か不安）

　育児休暇中の上の子につきましては、平成17年度に見直しを行い、３歳以上のお子さんは継続して保育を行う
ことにいたしました。ただし、未満児におきましては育児休暇中は保護者が仕事復帰するまで退所していただく
ことになっております。詳しくは担当に相談していただきたいと存じます。

子ども福祉課
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